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１．はじめに 

六甲山地は兵庫県南東部に位置する山地で、特に市街地

化が進行している南側の地域では、人家や道路に近接した

場所に砂防施設等が整備されているケースが多く見られる。 

六甲砂防事務所管内では、23流域で500基以上の砂防堰

堤が整備されており、多くの施設において徒歩による目視

点検が実施されているため、点検作業効率化や安全面に課

題がある。さらに、これまで検討されてきた UAV の無人地

帯での目視外補助者無し飛行による点検手法1)では、飛行範

囲内に第三者の立入りが想定される道路（登山道を含む）が

あり、立入管理措置（補助者や看板の配置等）を講じる必要

があった。一方、令和5年12月に立入管理措置の緩和を目

的としたレベル 3.5 飛行が新設されたことで、「操縦ライ

センスの保有」「保険への加入」「機上カメラによる歩行者

等の有無の確認」を条件に、道路や鉄道横断を伴う飛行が容

易となった（図-1）。 

上記課題や新制度の設立を踏まえ、UAVによる施設点検を

行う際に道路横断が必要となる流域を選定した。本稿では、

レベル 3.5 飛行による砂防施設点検の実証試験の実施結果

および有用性検証結果を報告する。 

 
図-1 レベル3.5飛行の概要2) 

２．レベル3.5飛行による飛行計画の立案 

実証試験の対象流域は、管内流域の内、UAVによる施設点

検を行う際に目視外飛行が想定され、道路横断が必要とな

る流域として千森川を選定した。当該流域は、流域内に高速

道路や一般道が横断しており、周辺には人口集中地区（DID）

が存在する。 

レベル 3.5 飛行の飛行計画立案に当たっては、あくまで

無人地帯での自律飛行を計画することとなるため、交通量

の多い高速道路および人口集中地区（DID）上空を飛行させ

ないように、適切に立入管理区画を設定し、一般道上空を横

断する飛行計画を立案することとした（図-2）。

 

レベル 3.5 飛行を実施するためには、離着陸地点のプロ

ポと上空の機体との間に安定した通信状況を確保する必要

がある。机上での飛行計画検討においては、3D 管内図を用

いて見通し確保が可能となるか確認を行った。当該飛行経

路においては、離着陸地点からの見通しが確保できること

から、通信確保が可能であり、飛行計画に問題ないことを確

認した（図-3）。 

 
図-2 千森川における飛行計画平面図 

 

図-3 机上での見通し確認状況 

３．レベル3.5飛行による砂防施設点検の基本方針 

UAV のレベル 3.5 飛行による砂防施設点検は、「動画撮

影」「定点撮影」「インターバル撮影」「LP 計測」の点検

方法の中から実施場所の特性を踏まえて選択することとし

た。対象流域の千森川では、上記における全ての点検方法を

実施し、初期データを取得することとした。 

なお、UAVのレベル3.5飛行による点検は、取得したデー

タについて、前回点検時からの変化を把握することを目的

として実施する方針とした。
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【飛行計画】 
飛行距離：5.0km 
飛行時間：約20分 
対地高度：100～140m 
飛行速度：南側 5m/s 
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※1 現所属：国土交通省 近畿地方整備局 国営明石海峡公園事務所 

見通しが確保できることを確認 

地理院タイルに飛行経路等を追記して掲載 

P-061 令和７年度砂防学会研究発表会概要集

- 481 -



 
 

４．実証試験結果 

机上で設定した飛行計画をもとにレベル 3.5 飛行の飛行

許可・承認申請を行い、航空局からの承認を得た上で、現地

にて飛行ルートを作成し、実証試験を実施した。道路を横断

する際は、看板や補助者等を設置しない代わりにモニター

で機上カメラ映像を確認し、第三者がいないことを確認し

た上で道路横断を行った（図-4）。ここで言う“第三者”と

は、歩行者、バイク、自転車等の頭上を覆われていない人を

指す。 

各点検方法における実証試験結果概要を以下に示す。 

 
図-4 道路横断時の機上カメラ映像確認状況 

(1) 動画撮影 

撮影した動画データは、リアルタイムでプロポと接続し

たモニターにより確認することが可能である。動画撮影に

より、渓流および施設状況の概略把握を行うことができた。 

(2) 定点撮影 

下流面（斜め60°）、真俯

瞰(真下90°)、（上流面斜め

60°）に画角を設定し、繰り返

し同一位置・角度で撮影でき

ることを確認した(図-5)。 

図-5 定点撮影写真(下流面の撮影状況) 

(3) インターバル撮影 

SfM解析によりオルソ画像を作成し、施設の堆砂状況等の

変化の有無の把握が可能であることを確認した(図-6)。 

 
図-6 インターバル撮影結果 

(4) LP計測 

LP 計測により取得したカラー点群データから、施設周辺

状況および堆砂状況の変化の有無の把握が可能であること

を確認した（図-7）。 

 
図-7 LP計測結果 

５．レベル3.5飛行の有用性について 

千森川は、人家や道路が近接しており、離着陸に適した場

所がほとんど無く、現地踏査の結果、離着陸候補地は青山堰

堤のみであった。そのため、実証試験を実施する前段階の事

前調査時には、レベル 3.5 飛行の許可・承認を受けておら

ず、須磨地区に整備されている砂防堰堤 5 基の点検を実施

することができなかったが、許可・承認を受けて飛行するこ

とにより、千森川全域の砂防堰堤 8 基の点検を 1 施設当た

り約3.0分で実施することが可能となった（表-1）。 

このことから、千森川において UAV のレベル 3.5 飛行に

よる砂防施設点検を実施することで点検可能範囲の拡充お

よび点検効率向上が可能となり、点検手法の有用性を検証

することができた。 

表-1 1施設当たりの点検時間 

実施箇所 対象施設数 点検時間 
1施設当たりの 

点検時間 

千森川 8基 約24分 約3.0分 

６．おわりに 

本稿では、道路横断が必要となる流域においてもレベル

3.5飛行により点検目的に応じたUAV飛行を行うことで、1

フライトで複数施設の状況を把握できるようになり、施設

点検における効率や安全性の向上の課題が解決できること

を確認した。 

本実証試験における飛行計画は、点検手順書としてとり

まとめており、それらの知見を活用してレベル 3.5 飛行が

適用可能な流域に順次展開していくことで、六甲砂防事務

所管内における砂防施設点検の効率化が図られる。 

UAVを取り巻く技術や制度は日進月歩であるため、UAVの

自律飛行による砂防施設点検手法について適宜見直しを行

い、より効果の高い手法を検討していく必要がある。今後も

UAVに関する最新技術の動向や制度を把握し、砂防施設点検

の効率化・高度化について検討していきたい。 

参考文献 1)德山ら(2024):六甲山系におけるレベル3飛行

による砂防施設点検方法の検討,令和6年度砂防学会研究

発表会概要集,p.471-472, 2)国土交通省 航空局 無人航空

機安全課『カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承

認申請について』2024 

機上カメラ映像の確認状況  
第三者がいないことを確認する範囲 
（立ち入り管理区画） 

道路横断箇所 

⻘⼭堰堤 ⻘⼭第四堰堤 

⻘⼭第四堰堤 

⻘⼭堰堤 

⾶⾏⾼度︓100〜140m 
点密度︓27点/m

2

 

SfM解析により作成したオルソ画像  拡大  

下流面の撮影状況  

撮影枚数：1,322枚 

解析時間：約4時間 
地理院タイルにオルソ画像を追記して掲載 
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